
一
七
二

駒
澤
大
學
禪
硏
究
所
規
程

（
平
成
元
年
四
月
一
日
制
定
）

（
設
置
）

第
一
条　

駒
澤
大
学
に
、駒
澤
大
学
禅
研
究
所
（
以

下
「
研
究
所
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
二
条　

研
究
所
は
、
建
学
の
精
神
に
基
づ
き
、

禅
に
関
す
る
総
合
的
研
究
を
行
い
、
も
っ
て
文

化
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
三
条　

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
研
究

所
に
研
究
部
と
研
修
部
を
設
け
、
各
々
に
お
い

て
次
の
事
業
を
行
う
。

（
一
）
研
究
部
の
事
業

ア　

研
究
会
及
び
講
演
会
の
開
催

イ　

図
書
及
び
研
究
紀
要
の
刊
行

ウ　

研
究
図
書
・
資
料
の
収
集

エ　

国
内
外
の
同
種
の
研
究
団
体
及
び
学

際
的
諸
機
関
等
と
の
提
携
並
び
に
学
会

等
の
開
催

オ　

日
曜
講
座
の
開
催

カ　

そ
の
他
研
究
所
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
事
業

（
二
）
研
修
部
の
事
業

ア　

禅
に
関
す
る
研
修
会

イ　

研
究
部
の
諸
事
業
に
対
す
る
協
力

ウ　

そ
の
他
研
究
所
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
事
業

（
職
員
）

第
四
条　

研
究
所
に
は
、
次
の
職
員
を
置
く
。

（
一
）　

所
長　

一
人

（
二
）　

副
所
長　

一
人

（
三
）　

所
員　

若
干
人

二　

所
長
、
副
所
長
及
び
所
員
は
、
本
学
専
任

教
員
の
中
か
ら
学
長
が
こ
れ
を
委
嘱
し
、
そ

の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
任
を

妨
げ
な
い
。

（
所
長
及
び
副
所
長
）

第
五
条　

所
長
は
、
研
究
所
を
代
表
し
、
研
究
所

を
総
括
す
る
。

二　

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
補
佐
す
る
。

（
幹
事
）

第
六
条　

所
長
及
び
副
所
長
を
補
佐
し
、
研
究
所

の
事
務
を
掌
る
た
め
、
研
究
所
に
幹
事
を
置
く
。

二　

幹
事
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
所

員
の
中
か
ら
所
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

（
顧
問
）

第
七
条　

研
究
所
に
必
要
な
助
言
を
与
え
、
事
業

の
円
滑
な
運
営
を
は
か
る
た
め
、
若
干
人
の
顧

問
を
置
く
。

二　

顧
問
の
う
ち
一
人
は
、
駒
澤
大
学
総
長
と

す
る
。

三　

前
項
以
外
の
顧
問
は
、
所
長
が
推
薦
し
、

学
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

（
運
営
委
員
会
）

第
八
条　

研
究
所
に
は
、
運
営
に
関
す
る
す
べ

て
の
事
項
を
審
議
し
決
定
す
る
た
め
、
運
営

委
員
会
を
置
く
。

二　

運
営
委
員
会
は
、
所
長
、
副
所
長
及
び
所

員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
研
究
員
及
び
研
修
員
）

第
九
条　

研
究
所
に
は
、
研
究
員
及
び
研
修
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

二　

研
究
員
は
、
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定



一
七
三

さ
れ
た
研
究
計
画
に
基
づ
く
研
究
に
参
加
を

希
望
す
る
本
学
専
任
教
員
及
び
国
内
外
の
同

種
の
研
究
団
体
・
機
関
等
か
ら
、
適
任
者
を
、

運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
所
長
が
委
嘱
す

る
。

三　

研
修
員
は
、
本
学
の
大
学
院
学
生
及
び
大

学
院
学
生
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
学
力
を

有
す
る
国
内
外
の
研
究
者
の
中
か
ら
、
適
任

者
を
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
所
長
が

委
嘱
す
る
。

（
運
営
費
）

第
一
〇
条　

研
究
所
の
運
営
費
は
、
駒
澤
大
学
の

年
間
予
算
、
寄
附
金
そ
の
他
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
報
告
）

第
一
一
条　

所
長
は
、
毎
年
度
、
事
業
開
始
に
あ

た
り
、
収
支
予
算
書
と
と
も
に
事
業
計
画
書
を
、

ま
た
事
業
終
了
後
に
収
支
決
算
書
と
と
も
に
事

業
報
告
書
を
作
成
し
、
学
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
規
程
の
改
廃
）

第
一
二
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
運
営
委
員
会

の
議
を
経
て
、
大
学
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附　

則
一　

こ
の
規
程
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

二　

駒
澤
大
学
禅
研
究
所
を
外
国
語
で
表
示
す

る
場
合
は
、Zen	Institute,	Kom

azaw
a	

University

と
す
る
。

三　

こ
の
規
程
施
行
の
際
、
従
前
の
禅
研
究
所

規
則
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
日
制
定
）
は
、

廃
止
す
る
。

附　

則
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附　

則
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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